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象
と
な
り
ま
す
。

※
手
当
は
毎
年
3
月
に
当
該
年
度
分

を
支
給
（
口
座
振
込
）
し
ま
す
。

▼
申
請
場
所
＝
伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉 

    

課
窓
口

▼
必
要
書
類

①
一
般
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証

②
本
人
名
義
の
預
金
通
帳
等

③
印
鑑

 　

     

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課
☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
５
４
）

　

取
手
市
内
に
設
置
し
て
い
る
県
南

総
合
防
災
セ
ン
タ
ー
の
貸
し
出
し
て

い
る
施
設
の
一
部
が
、
４
月
か
ら
有

料
化
さ
れ
ま
す
。
使
用
料
は
、
１
時

間
当
た
り
会
議
室
が
１
０
０
円
、
和

室
が
50
円
と
な
り
ま
す
。

　

 

常
総
地
方
広
域
市
町
村
圏
事
務

組
合
☎
48
‐
２
３
３
９

　

つ
く
ば
み
ら
い
市
商
工
会
で
は
、

茨
城
県
と
本
市
か
ら
の
補
助
を
受
け

行
っ
て
い
る
「
が
ん
ば
る
商
店
街
支

援
事
業
」
の
一
環
と
し
て
、
Ｐ
Ｒ
誌

『
あ
ぶ
に
ー
る
商
店
街
』
を
発
行
し

ま
し
た
。
こ
の
Ｐ
Ｒ
誌
を
持
っ
て
掲

載
店
舗
を
利
用
す
る
と
、
各
店
舗
の

特
典
が
受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
に
参
加
す
る
と
、
市
の
特

産
品
な
ど
が
抽
選
で
当
た
り
ま
す
。

Ｐ
Ｒ
誌
は
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
参

加
店
の
他
、
市
役
所
・
公
民
館
な
ど

   

難
病
患
者
福
祉
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
手
当
は
、
原
因
不
明
で
治
療

方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
難
病
疾

病
患
者
の
方
の
、
心
身
の
安
定
と
福

祉
の
増
進
を
図
る
目
的
の
た
め
支
給

さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

次
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
方

で
、
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
は

早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
手
当
は
、
申
請
に
基
づ
き
支

給
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

▼
支
給
要
件
＝
茨
城
県
発
行
の
「
一  

   

般
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
」
を 

   

持
っ
て
い
て
、
市
内
に
住
民
登
録

   

ま
た
は
外
国
人
登
録
が
あ
る
こ
と

▼
支
給
額
＝
月
額
１
千
円

※
申
請
し
た
月
の
翌
月
か
ら
支
給
対 

 　

日
本
舞
踊
発
表
会

▼
日
時
＝
３
月
28
日
㈰
午
前
10
時
30

　

分
～
午
後
３
時

▼
会
場
＝
取
手
市
戸
頭
公
民
館

▼
演
目
＝
儀
太
夫
万
歳
、祝
賀
の
舞
、

　

京
の
四
季
、
無
法
松
の
一
生
な
ど

▼
入
場
料
＝
無
料

▼
出
演
者
＝
◎
壽こ
と
ぶ
き
か
せ
ん

香
扇
、
香か
せ
ん
か
い

扇
会
一

　

同
、
壽
こ
と
ぶ
き
り
ゅ
う

流
お
け
さ
会
小
絹
サ
ー

　

ク
ル
、
壽
流
本
部
、
千ち
ば
じ
ょ
う
だ
い
こ

葉
城
太
鼓

　

の
会

　

 

壽
流
香
扇
会
（
大お
お
ぐ
ち口
）
☎
52
‐

４
７
９
１

若
者
を
ね
ら
っ
た
悪
質
商

法
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
は
、
若
者

か
ら
の
相
談
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

若
者
が
被
害
に
遭
い
や
す
い
ト
ラ

ブ
ル
に
は
、「
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト

セ
ー
ル
ス
（
突
然
見
知
ら
ぬ
人
か
ら

電
話
が
あ
り
、
会
っ
て
話
が
し
た
い

と
喫
茶
店
な
ど
に
呼
び
出
し
、
商
品

や
サ
ー
ビ
ス
を
契
約
さ
せ
る
商
法
）」

や
「
キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
（
路
上
で

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
と
称
し
呼
び

止
め
、営
業
所
な
ど
に
連
れ
て
行
き
、

契
約
を
さ
せ
る
商
法
）」
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
商
法
で
契
約
を
し
て

し
ま
っ
た
ら
、
契
約
書
面
を
受
け

取
っ
た
日
か
ら
8
日
間
以
内
で
あ
れ

ば
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
（
無
条
件

解
除
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
を
過
ぎ
て
も
、

契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

　

突
然
、
見
知
ら
ぬ
人
か
ら
親
し
げ

に
さ
れ
て
も
、
安
易
に
話
を
し
た

り
、
出
向
い
た
り
し
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
被
害
に
遭
っ
て
し
ま
っ

た
と
き
は
、
早
め
に
消
費
生
活
セ
ン

問

　

里
親
の
会
は
、
犬
や
猫
が
ほ
し
い

方
と
、
事
情
に
よ
り
犬
や
猫
を
飼
え

な
く
な
っ
た
方
の
仲
介
を
し
ま
す
。 

　

里
親
の
会
に
参
加
す
る
方
は
、
必

ず
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
動
物
は
最
後
ま
で
責
任
を
持
っ
て

飼
育
し
ま
し
ょ
う
。
ご
み
集
積
所
な

ど
へ
捨
て
る
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
４
月
４
日
㈰
、
５
月
２
日
㈰

　

午
後
１
時
～
３
時　

※
雨
天
中
止

▼
場
所
＝
伊
奈
庁
舎
駐
車
場
（
常
陽

　

銀
行
Ａ
Ｔ
Ｍ
付
近
）

▼
手
数
料
＝
２
０
０
０
円

　

  

占う
ら
べ部　

☎
58
‐
７
１
６
８

犬
・
猫
里
親
の
会

問

難
病
患
者
福
祉
手
当

問

問
申

問 問

　
　

お
買
い
物
は

あ
ぶ
に
ー
る
商
店
街
で

　

市
商
工
会
が
Ｐ
Ｒ
誌
を
発
行

身
障
者
用
駐
車
場
の
適

正
利
用
に
ご
協
力
を
！

　

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
の

身
障
者
用
駐
車
場
は
、
歩
行
が
困
難

な
方
の
も
の
で
す
。
健
康
な
方
は
、

譲
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
定
最
低
賃
金
が
改
定

　

特
定
の
事
業
に
従
事
す
る
労
働
者

と
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
茨
城

県
の
特
定
最
低
賃
金
（
時
間
額
）
が
、

平
成
21
年
12
月
31
日
か
ら
次
の
と
お

　

4
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
4
月
12
日
㈪
～
14
日

　

㈬ 

※
定
例
総
会
は
、
4
月
26
日
㈪
の
予

　

定
で
す
。

　

 

谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事
務

局
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
１
２
０

～
２
）

り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

①
鉄
鋼
業
…
７
８
５
円

②
は
ん
用
機
械
器
具
、
生
産
用
機
械

　

器
具
、
業
務
用
機
械
器
具
製
造
業

　

…
７
７
２
円

③
計
量
器
・
測
定
器
・
分
析
機
器
・  

　

試
験
機
・
理
化
学
機
械
器
具
、
医

　

療
用
機
械
器
具
・
医
療
用
品
、
光

　

学
機
械
器
具
・
レ
ン
ズ
、
電
子
部

　

品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、
電

　

気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器

　

具
、
時
計
・
同
部
分
品
製
造
業
…

　

７
６
５
円

④
各
種
商
品
小
売
業
…
７
３
７
円

　

  

茨
城
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

◎
☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
６

◎
常
総
労
働
基
準
監
督
署
☎
22
‐

０
２
６
４

問
お
知
ら
せ
し
ま
す

農
業
委
員
会
各
種
申
請

タ
ー
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

    

谷
和
原
庁
舎
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
☎
25
‐
３
２
８
８

公
共
機
関
窓
口
に
置
い
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

 

市
商
工
会
伊
奈
事
務
所
☎
58
‐

１
７
０
０
、
市
商
工
会
谷
和
原
事
務

所
☎
52
‐
４
３
３
１

問

県
南
総
合
防
災
セ
ン

タ
ー
の
施
設
使
用
が
一

部
有
料
に
！


